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少子高齢化による労働力不足や技術革新等を背景に進展してきた働き方の多様化は、新型コ

ロナウイルス感染症の世界的流行を契機として一層加速し、請負就業やプラットフォームワー

クなど、従来の典型的な雇用関係に必ずしも当てはまらない就業形態が急速に拡大している。こ

れらの中には、実態としては雇用に近いにもかかわらず、契約形式上は業務委託等とされ、労働・

社会保障法制による十分な保護が及んでいないケースも少なくない。こうした労働者と自営業

者の境界が不明確な就業形態の広がりは、労働者概念の在り方を改めて問い直す必要性を生じ

させている。 

欧米諸国やＥＵでは、プラットフォーム労働をめぐる裁判例の集積や立法対応が進み、ＥＵで

は 2024 年にプラットフォーム労働指令が採択されたほか、ＩＬＯにおいても 2026 年に勧告に

より補完された条約の採択が見込まれている。 

日本においては、2024 年に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーラン

ス法）が施行され、厚生労働省では 2025 年５月より「労働基準法における『労働者』に関する

研究会」において労働者性判断の判断要素の評価についての検討が行われている。 

連合総研と連合は 2017 年に「『曖昧な雇用関係』の実態と課題に関する調査研究委員会報告

書」を公表したが、上記のような状況を踏まえ、両者は改めて共同で本研究委員会を設置し、ア

ンケート調査、専門識者・行政機関等に対する国内外の制度等に関するヒアリング調査（講演を

含む）等を実施した。 

本報告書はこれらの調査の分析及び文献調査に基づき、フリーランス法の実効性を高めるた

めの方策、労働者性の推定規定の導入も視野に入れた労働者概念の見直し、迅速な労働者性の認

定手続きの導入、アルゴリズムの透明性確保やプラットフォーム事業者の責任の明確化を含め

たプラットフォーム労働の法規制に向けた検討の視点、被用者保険の適用範囲の見直し等の政

策的選択肢についての提言をまとめた。 
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